
栃木県小山市 
 
1. 事業内容 
担当課等 工業振興課 

TEL：0285-22-9399 FAX：0285-22-9685 
助成事業名 中小企業工業所有権取得支援事業補助金 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 ・次の要件のいずれにも該当するもの 

(1)市内に事業所を有して 1 年以上製造業を営む中小企業者 
(2)市税を滞納していないこと 
(3)他の機関から同種の補助等を受けていないこと 

助成内容 ・特許権及び実用新案権の取得事業にかかる出願料及び弁理士手数料 
助成期間 ・工業所有権取得後 30 日以内 
助成金額、補助率 ・補助対象経費の 50％以内で、最高 40 万円を限度（1,000 円未満の端数は切り捨

て） 
産業財産権の帰属 ・申請事業者 
 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・随時受付 
審査（選考）方法 ・取得確認ができること 
申請に係わる必要

書類等 

・工業所有権取得後に下記の書類を添え申請し、審査後に交付決定します 
 ■交付申請書 
 ■工業所有権の取得を証する書類の写し 
 ■補助対象経費を証する領収証等の写し 
 ■納税証明書 
 ■企業概要 等 

支払い方法等 ・補助金等交付請求書にもとづく振込 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額  2008 年：2 件、50 万円 

 2009 年：1 件、30 万円 
 2010 年：3 件、54 万円 

応募件数  2008 年：2 件 
 2009 年：1 件 
 2010 年：3 件 

事業予算規模  前年度実績にもよるが概ね 60 万円 
パンフ等の有無  支援制度全体に関するパンフレット有 
 

5. 採択に伴う義務 
採択に伴う義務等 ・特になし 
 

6. 今後の計画・予定等 
計画・予定等 ・工業所有権の出願中の企業や新技術の開発を行っている企業に助成制度の PR に

努める。 
・助成制度についての変更予定はない。 
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